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退職者医療制度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

※退職者医療制度は、平成２０年４月に新たな高齢者医療制度へ移行し廃止となりましたが、平

成２６年度までの間における６５歳未満の退職者を対象として、退職者医療制度を存続させる

経過措置が取られておりました。 

平成２７年度からは、対象者の新規適用が廃止となりますが、平成２６年度までに適用となっ

た方が６５歳に到達するまで制度は存続します。 

 

○一般被保険者 

     退職被保険者等以外の被保険者の方です。 

 

○退職被保険者等 

厚生年金･共済年金などの被用者年金の加入期間が２０年以上（または４０歳以降に１０年

以上）あって、老齢厚生（退職共済）年金、老齢（退職）年金、通算老齢（退職）年金などの支

給を受けている方及びその被扶養者で６５歳未満の方です。 

 

  ○保険料（税）及び給付 

保険料（税）の計算方法及び給付につきましては、退職被保険者等と一般被保険者との違

いはありませんが、退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医

療費の増大を招き、保険料負担の余分な増加につながります。 

 

 

■被保険者区分 

 

 

 

 

 

 

 

退職者医療制度とは 

従前、被用者保険に加入している事業所を退職した高齢退職者は、退職後、一部の人を除

いてほとんどの人が国保に加入していたため、国保にとっては重い医療費の負担となっていま

した。この保険者間の不均衡を是正するため、その医療給付費は、これらの者が負担する保険

料（税）と被用者保険の保険者からの拠出金をもって賄うこととし、昭和５９年に退職者医療制

度が創設されました。 

前期高齢者層

退職(本人)

退職(被扶養者)

一 般

0歳 40歳 60歳

介護納付金分負担層

75歳65歳
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